
平成 29年 第１回 多治見市教育委員会会議録 

（要点筆記） 

開催日時  平成 29年１月 26日（木） 午後２時 30分 開議 

 

開催場所  多治見市役所駅北庁舎会議室４－２ 

 

出席委員  委 員 長       中澤香代 

委員長職務代理者   前田市朗 

委  員       小林甲一 

委  員       木下貴子 

委  員       渡辺哲郎（教育長） 

 

欠席委員  なし 

 

教育委員会事務局・その他の機関の長等出欠表 

あらかじめ出席要請した管理職員 

 

 

上表欠席職員の代理出席者：なし 

説明のため出席した者  ：佐久間子ども支援課長 

会議の傍聴人      ：なし 

会議を早退した者    ：なし 

会議の公開、非公開   ：一部非公開 

  



 

付議事件

付議番号 案　　　件　　　名 所管課 結　果

議第１号
平成29年度多治見市立小中学校教職員の人事異動方
針を定めるについて

教育推進課 原案承認

議第２号
平成29年度多治見市立幼稚園教職員の人事異動方針
を定めるについて

子ども支援課 原案承認

議第３号
多治見市立中学校における30人程度学級の編制等に
関する規則の一部を改正するについて

教育推進課 原案承認

議第４号
多治見市立小泉小学校建設検討委員会設置要綱を制
定するについて

教育総務課 原案承認

議第５号
多治見市教育委員会表彰規則に基づく表彰対象者の
決定について

教育総務課 原案承認



開  会  午後２時 30分 委員長が本日の委員会会議の開会を宣言 

 

議  事 

【委員長】 

日程第１、本会議の公開又は非公開の決定について、事務局に説明を求める。 

【事務局】 

   本日の協議会について、第５号議案 多治見市教育委員会表彰規則に基づく表

彰対象者の決定については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律(平成 26年法律第 76号)附則第２条第２項の規定によりなおその効力を

有するとされた同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

13 条第６項“人事・その他の事件”に該当、及び多治見市教育委員会会議規則第

10条の規定により、非公開とすることについて、審議願う。 

【委員長】 

   事務局の説明のとおり、第５号議案について、非公開とすることに異議はない

か。 

【各委員】 

異議なし。 

【委員長】 

異議がないので、第５号議案は、非公開とすることに決する。 

 

 

 

 

 

【委員長】 

それでは、日程第２、議第１号、平成 29 年度多治見市立小中学校教職員の人事

異動方針を定めるについて、事務局に説明を求める。 

◆鈴木次長 

   平成 29 年度多治見市立小中学校教職員の人事異動方針について、資料により説

明 

【委員長】 

   何か質問はあるか。なければ異議なしとして原案どおり承認してよいか。 

【各委員】 

   よい。 

【委員長】 

 では、議第１号、平成 29 年度多治見市立小中学校教職員の人事異動方針を定め

るについて、原案どおり承認することとする。 

 

 

 

議第１号 
公開 

 

 

議第２号 
公開 

 

 



 

【委員長】 

それでは、日程第３、議第２号、平成 29 年度多治見市立幼稚園教職員の人事異

動方針を定めるについて、事務局に説明を求める。 

◆佐久間子ども支援課長 

   平成 29年度多治見市立幼稚園教職員の人事異動方針について、資料により説明 

【委員長】 

   何か質問はあるか。なければ異議なしとして原案どおり承認してよいか。 

【委員長】 

   近年保育士の処遇が話題となっているが、多治見市における保育士の状況はど

うか。 

【佐久間課長】 

   正規の職員のみでの運営は厳しく、臨時職員を頼らざるを得ない状況である。

平成 29 年４月から、経験による給与加算、特別休暇の付与など処遇の改善を図る

こととしている。 

【委員長】 

   何か質問はあるか。なければ異議なしとして原案どおり承認してよいか。 

【各委員】 

よい。 

【委員長】 

 では、議第２号、平成 29 年度多治見市立幼稚園教職員の人事異動方針を定める

について、原案どおり承認することとする。 

 

 

 

 

【委員長】 

それでは、日程第４、議第３号、多治見市立中学校における 30 人程度学級の編

制等に関する規則の一部を改正するについて、事務局に説明を求める。 

◆鈴木次長 

多治見市立中学校における 30 人程度学級の編制等に関する規則の一部を改正す

るについて、資料により説明 

【委員長】 

   何か質問はあるか。なければ異議なしとして原案どおり承認してよいか。 

【各委員】 

   よい。 

【委員長】 

 では、議第３号、多治見市立中学校における 30 人程度学級の編制等に関する規

則の一部を改正するについて、原案どおり承認することとする。 

 

議第３号 
公開 

 

 



 

 

 

【委員長】 

それでは、日程第５、議第４号、多治見市立小泉小学校建設検討委員会設置要綱

を制定するについて、事務局に説明を求める。 

◆仙石教育総務課長 

   多治見市立小泉小学校建設検討委員会設置要綱について、資料により説明 

【委員長】 

   何か質問はあるか。なければ異議なしとして原案どおり承認してよいか。 

【各委員】 

   よい。 

【委員長】 

 では、議第４号、多治見市立小泉小学校建設検討委員会設置要綱を制定するに

ついて、原案どおり承認することとする。 

 

 

 

 

 

 

【委員長】 

それでは、教育委員会会議の開催日程について図る。 

【委員長】 

   ２月定例会を２月 17 日（金）午後３時 30 分から、３月臨時会を３月８日（水）

午後２時から、３月定例会を３月 29 日（水）午後２時から、４月定例会を４月

24 日（月）午後２時から、５月定例会を５月 22 日(月)午後２時 30 分から、とす

る。 

 

【委員長】 

これにて平成 29年第１回教育委員会会議を閉会とする。 

 

閉  会  午後３時 15分 

 

議第４号 
公開 

 

 

議第５号 
非公開 

 

 


